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第 3 回 基本政策推進専門調査会議事録 

 

 日  時：平成 18 年 11 月９日（木） 17:15～ 19:00 

 場  所：内閣府中央合同庁舎第４号館 11 階共用第１特別会議室 

 

出席者：阿部博之、薬師寺泰蔵、柘植綾夫、本庶佑、庄山悦彦、原山優子、金澤一郎各総

合科学技術会議議員、青木初夫、荒川泰彦、貝沼圭二、垣添忠生、郷通子、竹内佐和子、

田中明彦、田中耕一、中西準子、溝口善兵衛、毛利衛、森重文、柳井俊二、若杉隆平専門

委員 

 

１．開会 

 

２．議 題 

 （１）科学技術連携施策群の成果中間とりまとめについて 

 （２）科学技術連携施策群全体の今後の課題と進め方について 

 （３）その他 

 

３．閉 会 

 

【配付資料】 

資料１科学技術連携施策群の成果及び今後の課題と進め方（中間報告案 概要） 

資料２科学技術連携施策群の成果及び今後の課題と進め方（中間報告案） 

資料３各群の概要及び具体的成果事例（中間報告案） 

資料４科学技術連連携施策群全体の今後の課題と進め方について（案） 

資料４(参考) 今後の分野別ＰＴの推進体制について（案） 
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【議事】 

○阿部会長 

時間になりましたので、まだおいでになっていない方もおられますが、第３回「基本政

策推進専門調査会」を開催させていただきます。 

本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

本日でありますけれども、先日、開催されました、第２回分野別推進戦略総合ＰＴで決

めていただきました、科学技術連携施策群の成果のとりまとめについて御議論をいただき

たいということでございます。 

最初に、事務局から配付資料の確認をしてもらいます。お願いします。 

 

○滝村企画官 

最初に、本日、会議室が直前になって変わりましたために、手間をとらせてしまいまし

たことをまずおわび申し上げたいと思います。 

配付資料でございます。 

資料１といたしまして「科学技術連携施策群の成果及び今後の課題と進め方（中間報告

案概要）」という７枚ほどのペーパーがございます。 

資料２といたしまして、少々厚い資料でございますけれども「科学技術連携施策群の成

果及び今後の課題と進め方（中間報告案）」という冊子でございます。 

この資料２を概要としてまとめたものが、先ほどの資料１でございます。 

資料３といたしまして「各群の概要と具体的成果事例（中間報告案）」がございます。こ

れも資料２の中から抜粋した資料でございます。 

今、申し上げた資料１～３まででございますけれども、本日、予定しております議題１

に対応した資料でございます。 

次に資料４といたしまして「科学技術連携施策群全体の今後の課題と進め方について

（案）」という資料。 

これに参考として「今後の分野別ＰＴの推進体制について（案）」という資料が付いて

ございます。 

資料は以上でございますが、よろしゅうございますでしょうか。 

本日の出席されているメンバーの紹介を私からさせていただきます。欠席される御報告

をいただいている方でございますけれども、総合科学技術会議の黒田議員、大森専門委員、

北城専門委員、小宮山専門委員、桜井専門委員、住田専門委員、戸塚専門委員、谷口専門

委員、中西重忠専門委員、長谷川専門委員、原専門委員。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございます。 
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それでは、議事次第に沿って、議題（１）の「科学技術連携施策群の成果中間とりまと

めについて」御議論をいただきたいと思います。 

先ほども申し上げましたように、11 月２日に第２回の分野別総合ＰＴが行われまして、

柘植議員を座長として、各連携施策群の御担当の先生方に、現時点における連携施策群の

経過報告を資料２、３のようにとりまとめてもらいました。この中間報告（案）について、

本日この場で御議論を行い、決定をしていただきたいと思います。 

めでたく決定していただけたら、11 月 21 日に行われる総理の出られる本会議に報告を

させていただきたいと思っております。 

それでは、まず各連携施策群の中間成果のとりまとめ結果について、担当参事官から報

告をしてもらいたいと思います。資料３を中心に、適宜資料２を用いて、それぞれ５分程

度で説明をしてもらいます。 

最初、早速でありますが、ライフグループのポストゲノムから、山本参事官です。お願

いします。 

 

○山本参事官 

山本でございます。お手元の資料３の２ページの「ポストゲノム」を御説明いたします。 

「目標」の欄をごらんいただきますと、ライフサイエンス分野のうち、新興・再興感染

症以外のほぼすべての研究領域を担当しております。これは、お手元の資料２の７ページ

の参考図をごらんいただきますと「ゲノムネットワーク」から「データベース」、更には

「がんの橋渡し研究」「リソースバンク」など、さまざまなポストゲノムというゲノムの

方に限らず、幅広くライフサイエンス全体を担当しております。 

また資料３にお戻りいただきまして、この会合では、連携強化と不必要な重複排除とい

う視点から対象施策の精査を行うわけでありますが、それにとどまらず、各領域の専門家

と関係府省の担当官がライフサイエンス分野各領域の今後の方向性について意見交換を行

い、認識統一を図る場としているところでございます。 

「これまでの活動」でございます。 

まず、連携強化と特に重複排除という視点でございますと、17 年度分の予算につきまし

ては、17 年の７～８月。18 年度分につきましては、本年の５～８月にかけて精査し、不必

要な重複はないという確認をいたしております。 

２点目として、各省の中で補完的な課題、いわゆる抜け落ちの部分として、17 年度に「生

命科学データベース統合に関する調査研究」、また 18 年度には「持続的食物生産のための

生物間相互作用の解析研究」ということでテーマを決めましたが、18 年度分につきまして

は、そのテーマに応える応募がなかったということで、採択をしておりません。 

３点目に、各省の平成 19 年度の概算要求につきましては、予算の各省内での方向が決

まる前に、各省との連携の下で戦略重点科学技術ごとに俯瞰図の素案をつくることを行っ

た次第でございます。 
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「主な成果」の欄でございます。 

まず１点目としては、その各省担当官でございますが、本省の課長が参加して、各省の

責任ある立場の職員が対応することによって、各省の認識が統一できたという点がござい

ます。 

２点目として、補完的課題でございます。このデータベースの現状といったものについ

ては、３ページのところに「ポストゲノム具体的成果事例」として示しております。この

中で、各省の持っているそれぞれのデータベースに関しまして現状を把握し、また引き続

きその統合化に向けての技術的課題の抽出という作業を進めております。これにつきまし

ては、17 年度から始めまして、19 年度までの３か年で結論を得た中で各省がまたそれぞれ

の統合化に向けての今年度予算、19 年度の予算も確保していくということで、いずれにし

てもこれは呼び水となって、各省がまたそれぞれこれを引き継いで、統合化に向けて進め

ていくという流れでございます。 

また２ページに戻っていただきます。３点目としては、戦略重点科学技術ごとの全体俯

瞰図を作成したということで、この概算要求に反映させているわけでございます。 

「今後の課題」でございます。 

引き続き連携強化とありますが、特に具体的なものといたしましては、先般 27 日に開

かれました本会議で、各省連携戦略プロジェクトというものを新たに打ち出したわけでご

ざいますが、この中で臨床研究推進プロジェクトということで、厚生労働省、経済産業省、

文部科学省の３省のそれぞれのプロジェクトを一体的に進めていくということを決めてお

ります。これについて、この連携施策群の中で引き続き、具体的に作業を進めていきたい

と思っております。 

ポストゲノムは以上でございます。 

 

○阿部会長 

新興・再興感染症も続けてお願いします。 

 

○山本参事官 

引き続き、４ページ「新興・再興感染症」でございます。 

「目標」の欄をごらんいただきますように、新興・再興感染症に対する脅威から国民の

安心・安全を確保するための研究体制の構築を目指すということで、２点目として、具体

的に５つの柱を立てております。 

「これまでの活動」でございます。 

１点目として、それぞれのこの方向性を検討し、２点目として、先ほどと同様、17 年度

につきましては、17 年の７～８月にかけ、18 年度については、本年６～８月にかけ、不必

要な重複がないことを確認しております。 

３点目に、この戦略重点科学技術に関しての各省の連携についての俯瞰図を作成してお
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ります。 

４点目として、抜け落ちの課題ということで、補完的な課題として２つあります。 

１つが「ウイルス伝播に関与する野鳥の飛来ルート」ということで、鳥インフルエンザ、

また新型インフルエンザに対する対応として進めております。 

もう一点が、高度安全実験施設ということで、ＢＳＬ－４ということで、非常に重篤だ

とか感染力の強い病原体を調査研究できるための施設が現在、日本国内では稼働しており

ませんが、これを稼働に向けてということで、今、各省の連携を深めながら調査、人材育

成を進めているところでございます。 

「主な成果」でございます。 

繰り返しになりますが、まず１点目の補完的課題のウイルス伝播に関しましては、５ペ

ージのところに示しております。 

ここにございますように、高病原性鳥インフルエンザウイルスなどの甚大な被害を起こ

すことが想定されるウイルスにつきまして、環境省の協力を得ながら、文部科学省、厚生

労働省、農林水産省が協働した研究ということで、ここの野鳥の飛来ルートをあれいたし

まして、データベースの作成に向けて作業を進めております。 

また４ページに戻っていただきます。２点目として、補完的課題のＢＳＬ－４につきま

しては 18 年度から始めておりますが、現在、海外へＢＳＬ－４施設を実際に人材を派遣し

て、そのトレーニング、また各ＢＳＬ－４の施設を調査。更には日本国内でのリスクコミ

ュニケーションが重要でございますので、そういったリスクコミュニケーションに関する

調査も開始しております。 

３点目に、この国際拠点ということで、文部科学省の方で予算化したものにつきまして

も、厚生労働省、国立感染症研究所始め、国内の関係施設が連携施設でございますので、

これらの連携を深めるという作業を進めております。 

「今後の課題」でございます。 

今の成果と連動しておりますが、いずれにしましても、海外の研究拠点と国内関係拠点

の連携を更に強化するための引き続きの会合。 

２点目として、先ほどの２つの補完的課題のフォローアップということを進めてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

それでは、３番目のユビキタスネットワークと４番目の次世代ロボットの２つについて、

情報通信グループの井澤参事官からお願いします。 

 

○井澤参事官 
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井澤でございます。まず、ユビキタスネットワークについての御説明をさせていただき

ます。資料３の方では、６、７ページでございます。資料２の方では、18～31 ページでご

ざいます。 

「目標」で掲げさせていただいていますのは、第３期の分野別推進戦略をつくりました

ときにもありましたように「世界を魅了するユビキタスネット社会の実現」が大きな目標

になっておりますので、それに向けたユビキタスのネットワークの社会基盤、ここでは「高

度ユビキタスオープン統合基盤」という言い方をしておりますが、これの構築が目標にな

るわけでございます。 

そのための以下の連携の強化を目指すということで、要素技術の共有化とか統合化の技

術連携。 

未利用分野への利活用の拡大。 

斬新な利活用分野の発掘によるイノベーション創出となるわけでございます。 

資料２の 18 ページを見ていただきたいんです。ここで、まず我々が思うところのユビ

キタスネットワーク社会のイメージはどういうものかということが、18 及び 19 ページに

あります。 

18 ページにございますのは、例えばボタン１つで言葉をしゃべれるとか、現在でもやれ

るような非常にわかりやすいものから、2010 年に向かって、総務省さんの資料ではｕ－Ｊ

ａｐａｎとなっているのですが、次世代ＩＣＴ社会を目指していきましょうということに

なるわけでございます。 

これが静的な形でございますが、次のページのところにあります社会のイメージといい

ますのは、災害が起きたときにどうなるかという動的なものでございます。このユビキタ

スネットワークはセンサーがあちらこちらに張りめぐらされているわけです。例えば災害

が起きてダメージを受けたら、それを自律的に修復したり、再構築することができること

を究極的に考えているわけです。 

次に、現実に我々がやってきました活動はどうであるかということでございます。もう

一度資料３に戻らせていただき、「これまでの活動」でございます。 

まず、各省の対象施策における要素技術の俯瞰図を作成・共有した上でモジュール化と

いうものをやったということでございます。モジュール化については、別途後で御説明さ

せていただきたいと思います。 

それから、対象施策につきましては、やはり不必要な重複がなかったということは確認

しております。 

俯瞰的課題としまして、先ほどの未利用分野ということでは、特に医療分野については

非常に重要だということで、電子タグの利活用の実証です。 

さらに、ユビキタスの斬新な利活用ですが、電子タグを利用した測位とか安全・安心の

確保を行うことを考えているものでございます。 

資料２を見ていただきたいんでございますが、これらのすべての活動を一旦俯瞰して、
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各省の活動を並べてみたものが、20 ページのところです。左側には「基盤技術」「ネット

ワーク技術」「利活用」と技術が分かれるわけでございますが、ボトムの方に経産省さん

文科省さんがあって、真ん中に総務省さんの技術があって、それが出口として経産省さん、

医療分野、国土交通省、新たな分野とつながっていく。そして、これがユビキタスの創造

的社会生活基盤に確実につながっていくと考えているわけでございます。 

22 ページのところに、我々が申し上げるところのモジュールというのは具体的に何かと

いうことを、さまざまな技術要素についての連携を踏まえて書いたものでございます。上

の方の横軸にございます施策は、各省の施策です。 

縦軸は、それに関しましての階層的な技術、機能という形ですので、縦、横に分けて相

互関係をつくってみたということです。 

ここにとどまらず、これが具体的にどれだけ標準化ができているのか、そもそも標準化

をやっているのかやっていないかを含めまして、詳細に調査したものが 26～28 ページにご

ざいまして、この事がある意味では非常に大きな成果ではないかと思います。 

この俯瞰図を共有したことで、これを基に、イノベーションのシーズが確立されること

を期待しているわけでございます。 

先ほど言いました補完的課題におきまして、新たな分野についての技術開発もできるこ

とも認識しているわけです。 

引き続きまして、資料２の 30 ページを見てください。 

今後の課題ですが、先ほどのようなモジュール化を行うということで、使いやすい要素

技術を増やす取組みを進めるということと、更に標準化を進めるということですけれども、

これをどういう形で具体的に考えていくかということを、とりあえず平成 20 年度までを対

象にして工程表をつくってみる。今が 18 年度でございますが、こういう形で現状のものに

ついて引き続き延長をしてやりながら、産業などにきちっとつながって、サービス基盤技

術へ広げていくための方向性について検討しています。 

１つの節目としまして、本日の中間とりまとめ、年度末の３月のシンポジウムを行うこ

とを考えているところです。 

以上が、ユビキタスネットワークの取組みでございます。 

次に「次世代ロボット」に移らせていただきます。資料３におきましては、８、９ペー

ジでございます。 

「次世代ロボット  概要」です。 

「目標」につきましては、各府省のロボット研究開発に活用できる次世代ロボットの共

通プラットフォーム技術を開発する。 

２つ目としまして、不必要な研究開発の重複を排除し、補完的課題の抽出と共通プラッ

トフォームの実現を目指す。 

３つ目としまして、府省と府省の成果がつながるような形を、ここでは「イノベーショ

ンパイプライン網の確立を目指す」という形で表現していますが、その成果がつながって
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いくことをやっていきたいというのを目標としているわけでございます。 

次に、「これまでの活動」としまして、現実にどうであったかということです。 

確かにロボットといいますのは、応用分野におきまして非常に似た技術が出てくるわけ

ですが、精査した結果、不必要な重複はないことを確認しました。 

その上で、これから必要なものとしまして、ロボット構築の基盤のソフトウェアと環境

の構造化があります。特に、環境の方にさまざまな情報を埋め込んで、それを利用して操

作するということでの環境の構造化技術をきちっとやっていきたいということです。 

基盤ソフトウェアと環境情報構造化に関する４つの課題を補完的課題として、振興調整

費によって公募し実施しているところでございます。  ちょっと抽象的でございますので、

資料２の 32 ページを見ていただきたいんでございます。 

これは、各省から出てきた施策について、やはり全体的に俯瞰的に並べてみたものです。

真ん中にございますのは、共通プラットフォーム技術ということで、今回、補完的課題に

しています。 

左側の方の基礎的な技術から右側の応用に向かって並べています。先ほど申しましたよ

うに、分野ごとにロボットのアプリケーションは出てきます。 

38 ページを見ていただきますと、先ほど簡単に申し上げました補完的課題の中の関係で

す。共通化のプラットフォームということで、構造化のプラットフォームとしての３つの

プラットフォームに分散コンポーネントシミュレータを、研究開発成果として、共通にや

っていくものです。それをこの全体として位置づけたものが参考図３でございます。 

構造化のプラットフォームを具体的に申しますと、町という広い世界における環境の構

造化、やや施設から外に出たときの環境の構造化、非常に狭い分野の環境の３層構造にお

いて、共通プラットフォームをつくっていって、環境を構造化していこうと考えているわ

けです。 

「主な成果」ということで、もう一度資料３に戻らせていただきます。 

具体的にはこういう活動をやることにおきまして、関係者の認識の統一とコミュニケー

ションが円滑になったということです。実は医療の分野が、ある意味でなかなかできない

ということがございましたが、厚生労働省様にも会議に参加していただくようになりまし

て、意欲的な府省間の交流が行われるようになりました。 

補完的課題をやることで、これまでつくってきた技術は単品であったが、継続的に使え

る共通プラットフォームとなり、その仕様を明らかにしたということです。 

３つ目としまして、共通プラットフォームの発展系としまして、ネットワークロボット

とかユビキタスネットワークにつながるとか、ロボットテクノロジーという意味の「ＲＴ」

なんですが、それのミドルウェアなどの他の施策との連携した実証が可能になります。こ

れは、ある意味で場をつくり、そこをいろんな意味でテストベッド的に使えるということ

で、こういう実証が可能になったということでございます。 

これらを踏まえた上で、どういうふうに今後、共通プラットフォームを展開していくか
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を議論しているところでございます。 

「今後の課題」でございます。 

更に府省の連携を強化していくということがございます。 

連携群も施策としては、共通プラットフォームをきちんと完成するということが必要で

すので、そのために継続的運営が必要であろうと認識しております。 

基盤技術もやはりきちんとつくっていくということで、その上で多数の省庁とか民間で

利用されていくことが大事であろうと認識しているわけです。 

以上が、次世代ロボットということになります。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

それでは、５番目、バイオマス利活用、エネルギーグループの青木参事官、お願いしま

す。 

 

○青木参事官 

バイオマス利活用連携施策群の中間報告をさせていただきます。 

バイオマスと申しますと、主に２つございまして、１つが最近話題になっております、

バイオエタノール、あるいはバイオディーゼル燃料といった、生物資源の燃料としての活

用。 

もう一つ、木材材料等のいわゆるバイオマテリアルとしての活用がございますが、本連

携施策群では、主にバイオ燃料の部分について連携して、研究を進めている次第でござい

ます。 

バイオマスの利活用というのは、御案内のとおり、地球温暖化の防止、あるいは循環型

社会の形成を始め、農産漁村のバイオマス資源もたくさんございます。農産漁村の活性化

など、非常に重要な施策であります。 

失礼しました。資料３の 10 ページ目が私どものパネルでございます。我が国の分布という

のは、全国に広範に存在するわけですけれども、集約的ではない。しばしばこれを広く薄

い分布と申しますが、実際に我が国国内でバイオマスの利活用を図るには、その地域の特

性を生かし、資源の生産から収集、利用、最終処理まで一貫したコストを配慮したシステ

ムを構築しなければ、バイオマス利活用を事業として成立させることは困難な状況にあり

ます。 

本連携施策群の目標は、その実現のため、ここでは「サイト」という言葉を使わせてい

ただいておりますけれども、同じ地域に各省の個別にその特性を生かして取組んできたバ

イオマス利活用の研究施策を集中して連携を図って、バイオマス利活用を効率的、効果的

に進める機関も構築し、更にバイオマス利活用が事業として成立する条件を明らかにする

ために、必要な研究課題を実施することであります。このことにより、持続可能なバイオ
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マス利活用を例示することを目指しておる次第でございます。 

これまでの活動としては、資料の 30 ページにございますけれども、まずワーキンググ

ループを開催いたしました。ワーキンググループはコーディネーターを主査として、関係

府省の担当者と外部専門家が参画し、これまでに６回開催いたしました。各省の施策の具

体的内容と進捗状況について、本ワーキンググループでは情報交換を行い、コーディネー

ターから各施策の進み行く方向の提言と、それから連携施策群で対象とした地域での連携

の方策について提案を受けました。 

このワーキンググループでは、バイオマス利活用を図るために、考えられる研究課題を

まず整理いたしました。これは、分野別推進戦略の策定にも活用しております。 

また、各省の対象施策を精査し、戦略重点科学技術について、研究カテゴリーごとに基

礎研究から社会技術への受け渡しをします全体俯瞰図を作成いたしました。 

これは資料が飛んで恐縮でございますけれども、資料２の 46 ページにお示ししている、若

干字が小さくて恐縮でございますが、このように基礎研究から社会技術へ渡るものを、そ

れぞれ重要なカテゴリーごとにまとめたものでございます。これにより、まずは不必要な

重複がないことがわかりました。 

これらの取組みというのは、平成 19 年度の各省の概算要求においても、宮古島など、

既にバイオエタノールの実証試験などの、バイオマス利活用の施策が実施されている地域

での各省の新しい施策を要求することにつながってまいりました。 

連携を強化するために、補完的課題を採択してございますけれども、平成 17 年には、

資料の 30 ページにありますように、バイオマスタウン等の設計方法及びその持続性を評価

する評価手法、それが 18 年度には、その手法を検証する課題として、地域完結型地燃料シ

ステムの構築と運営というものを採択いたしました。今、申しました補完的課題は、いわ

ゆる地域での利活用の共通基盤を構築するものでございますけれども、そこを活用して鋭

意研究が進んでいるところでございます。 

実は今日なんですけれども、連携施策群シンポジウムを開催いたしました。233 名の参

加者がございまして、ちょうど今、懇親会で盛り上がっているときではないかと思う次第

でございます。 

さて「主な成果」でございます。今、申しましたワーキンググループの開催、それから、

省庁連絡会を開催することにより、関係者の意思統一、関係府省間のコミュニケーション

が円滑になり、同じサイトに施策を集中することができるようになりました。 

資料３の 11 ページに、例えばそれが宮古島でどのように集中しているかということを

お示ししましたが、既に既存の施策として、このパネルの右側の方にありますバイオテク

ノロジー製造に関する研修という環境省の平成 18 年の課題、更に平成 19 年度課題に原料

の加工に関する農水の課題、Ｅ３流通設備・検証に関わる経産省の課題、高濃度エタノー

ル自動車の検証という、更に進んだ課題もございますし、そこに安全性という非常に重要

な問題に関わる消防庁の課題が加わって、連携している次第でございます。 
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あともう一つ、非常に具体的な課題として、主な成果が（２）に書いてありますように、

具体的にバイオマス利活用をより効率的に進めるためのシミュレーションモデルというの

を、千葉県香取市を対象につくることができました。 

今後の課題といたしましては、現在は試行段階でありますバイオマス利活用システムを、

より広範に実用化するための研究開発を促進していく必要があります。特にバイオマス賦

存量の多い地域で、関係府省の研究機関の開発成果を活用した府省連携のシステムを構築

し、実用化に向けた研究開発を進める必要があります。 

また、民間で主導、実施しているバイオマス利活用との事業の連携を図り、それらの採

算性を上げていく必要、またバイオマスタウン推進に向けた取組みをする必要があると考

えております。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

それでは、次に６番目の「水素利用／燃料電池」と７番目の「ナノバイオテクノロジー」

について、ナノテク材料グループの森本参事官、お願いします。 

 

○森本参事官 

それでは、御説明申し上げます。資料３の 12 ページをごらんください「水素利用／燃

料電池」でございます。 

「目標」ですが、水素利用／燃料電池に関する技術については、基礎研究から導入普及、

社会受容まで幅広い課題を有しているため、関係省の連携をこの施策群によって強化し、

基礎から導入普及までの一貫的な研究開発の流れを整備し、世界に先駆けて燃料電池を家

庭や街に普及することを目指すという目標を立てております。 

この目標の下「これまでの活動」でございますが、方向性を検討するワーキンググルー

プを３回開催いたしました。また、後ほども触れますが、補完的な課題として地域等にお

ける水素利用システムに関する概念の検討、需要家用の水素ガス計量システムの開発を実

施いたしました。 

また、資料提出やヒアリング等を通じ、施策の中に不要な重複のないことを確認いたし

ました。 

また、ヒアリングや現地視察を通じて、連携に対する助言等を行いました。 

更に、本年８月１日に成果報告会を開催し、多数の御来席をいただいております。 

右に移りまして「主な成果」ですが、連携施策群の活動を通じた、新規課題への対応、各

省間での技術、データの相互活用等の連携の活性化をしたことによりまして、先ほど目標

で申しました、基礎から導入普及までの一貫した研究開発の流れが強化されてまいりまし

た。 
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具体的には、補完的課題の実施及びそれに伴う関係省の連携強化を図りました。 

13 ページ「需要家用水素計量システムに関する研究開発の企画・実施」とございますが

集合住宅に燃料電池システムを普及するに際し、都市ガスを集中方式の改質器を通じて各

家庭に分配し、各家庭で使っていただくことになります。 

経済産業省は、この集中方式の改質器の検討を行っておりまして、一方、国土交通省は

各世代ごとの燃料電池を用いた集合住宅用コージェネレーションシステムの開発を行って

おりました。 

この２つの施策をつなげるためには、水素の流量をきちんと管理する必要があるという

ことで、この部分に振興調整費によって需要家用水素計量システムの開発に取り組んでま

いりました。 

加えて、環境省の関連する施策と合わせて、研究運営委員会を通じて各省の施策を有効

的に進めております。 

12 ページに戻っていただきまして、具体例の２番目、コーディネーター提案に基づく 1

9 年度新規予算要求、ここから資料２を使って御説明したいと思います。資料２の 53 ペー

ジをごらんください。中ほどの「２）予算への反映」というところでございますが、４月

６日の第２回ＷＧで、コーディネーターが各府省に対して水素貯蔵・輸送システムの効率

化に関する課題の実施を事前に提案したところ、経済産業省が 19 年度の新規事業として

「水素貯蔵材料先端基盤研究事業」を起こしていただきまして、対応いただいた事例がご

ざいます。 

また、環境省、国交省間の技術情報の相互活用につきましては、その下「３）他省の成

果などの活用」のところにございますように、環境省の電熱相互融通システムの構築事業

と国交省の集合住宅用燃料電池システムの開発事業で、マイクログリッドのシステム検討

を行い、更に環境省のデシカント空調機の開発事業でのアンケート調査を、国交省の集合

住宅用燃料電池システムの開発事業で相互活用するといったような、関係府省間の情報共

有が図られております。 

最後に「今後の課題」でございますが、同じく資料２の 55 ページをごらんください。 

①コーディネーターによる新規施策立案時点からの調整・助言を行っていく必要がある。 

②既存の開発事業の技術、データ、機器・整備等の活用による効率的な研究開発の促進

を行う必要がある。 

③燃料電池の飛躍的な低コスト化と発電効率向上に向けた革新的研究開発の実施を行

う必要があり、このためには持続的に研究を行える仕組みの整備が必要である。 

④ナノテクノロジー・材料分野の基礎的・基盤的研究と連携の推進や研究者の拡充、流

動性の向上が必要である。 

⑤水素社会の社会受容の理解増進に向けた、広報・教育活動の取組みが必要である。 

⑥多様な技術に取り組む研究者・技術者の育成が必要である。 

⑦各省内部での施策のとりまとめ・連携を推進する体制を強化する必要がある。 
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こういった課題を踏まえまして、今後の活動計画といたしまして、19 年度新規事業の開

始時における技術の相互利用等の連携に関するコーディネーターによる助言を実施いたし

たいと思います。 

また、毎年１回、毎年度の各事業の成果、連携の状況等を一般の国民の方々にＰＲする

ための成果報告会を開催していきたいと考えております。 

続きまして「ナノバイオテクノロジー」について御説明をいたします。資料３の 14 ページ

をごらんください。 

これにつきましては、資料２を使いながら御説明申し上げたいと思います。資料２の 5

7 ページをごらんください。ナノバイオテクノロジーの連携施策群の目標ですが、ここに

ございますように、ナノバイオテクノロジーの中にはナノドラッグ・デリバリー・システ

ム（ＤＤＳ）、ナノ医療デバイス、更には分子イメージングといった関連施策がございま

す。こういった関連施策を進めていくことによりまして、超早期診断と低侵襲医療の実現

と一体化を目指していく、更には革新的なナノテクノロジー・材料技術によって生活の安

全・安心を支えることを実現するために、各省の連携を図るということを目的といたして

おります。 

資料３にお戻りください。14 ページ「これまでの活動」でございます。ワーキンググル

ープ、タスクフォースの活動を通じまして、例えばオンサイトヒアリング等による対象施

策の精査、マッピング。補完的課題の設定、公募、設定。テクノロジーマップの検討。分

野別推進戦略の検討。更にはロードマップに関する検討などを行ってまいりました。 

補完的課題につきましては、分子イメージングによるナノドラッグ・デリバリー・シス

テムの支援、更にはナノバイオセンサーにつきまして政策を実施いたしております。 

右側に移りまして「主な成果」ですが、医療機器開発の迅速化及び薬事法審査の円滑化に

資する評価指針等を検討するため、次世代医療機器評価指標検討会、医療機器開発ガイ

ドライン評価検討委員会の合同検討会会合が進展いたしております。 

また、厚生労働省と経済産業省によるマッチングファンドは、その対象をがん以外の生

活習慣病、循環器疾患領域に対する研究へ拡充するなど発展しております。 

15 ページ、具体的な中身でございますが、厚生労働省の厚生労働科研費によって行われ

ております、疾病の早期診断・治療システムに関する研究と、経済産業省の開発プロジェ

クトでございます、悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器の先導研究を連携させるこ

とにより、より政策が推進されております。 

14 ページにお戻りください。こういった研究を通じまして、連携施策の推進をしており

ますが、今後の課題といたしまして、時間軸を中心とした連携（縦連携）を強化する目的

で、効果的なマッチングの実現に向け、施策成果の他省での活用を実現するための方策を

検討する。 

シミュレーション、インフォメーションテクノロジー分野の技術との連携が不可欠とな

ってきているため、例えば次世代スーパーコンピュータ開発など、ＩＴ分野との情報交換
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を更に密に行っていきたい。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございます。 

それでは、最後に８番目「地域科学技術クラスター」、渡邊参事官、お願いします。 

 

○渡邊参事官 

横長の資料につきましては、16 ページ、厚い資料につきましては、65 ページからでご

ざいます。 

地域の振興を目指しまして、科学技術による振興を通して地域の活性化を図るための施

策が、８府省にわたりまして 16 施策行われてございます。この連携施策群では、これらの

政策の連携を図るということを行っております。 

「目標」でございますけれども、そうした施策の連携を図ることによって、新産業創出

等を通して、地域経済の活性化を図るというマクロ経済でインパクトを与えるということ

を、究極的な目標といたしておりますけれども、群としての当面の具体的目標としては、

１つ目が広域化政策手段を利用する側の利便性を構築する。使いやすい制度にしていくと

いうこと。 

２つ目が、シームレスな研究支援体制をつくっていくということで、研究開発のつなぎ

の円滑化を図る。 

３つ目が、より効果的な施策の在り方、あるいは地域クラスターを形成する阻害要因を

改善する。 

こういったことを、具体的な目標と定めております。 

「これまでの活動」でございますけれども、まずこれが地域の関連施策ということもあ

りまして、まず連携するシステムといたしまして、全国を 10 ブロックに分けまして、それ

ぞれ関係府省、あるいは自治体等が参加する協議会というものを設置しております。この

協議会を中心といたしまして、施策の発表会でありますとか研修会、成果の発表会、こう

いったものを合同で開催するような体制を取っております。 

２つ目が、国のレベルでございますけれども、関係府省間で連絡調整を行っております

が、特に平成 19 年度におきましては、概算要求前に関係府省からヒアリングを実施いたし

まして、概算要求及び予算の執行に当たっての留意事項というものを、連携群のコーディ

ネーターとしてまとめまして、文書として示す活動を行っております。 

３つ目が、各施策が行っております助成制度の中に、他府省枠というものを創設いたし

ておりまして、ここによって例えば基礎的な部分を文科省の施策でやる、それを応用的な

ものに移していく、それを経産省の政策の中で各府省連携枠で優先的に採択する。そうい

った連携枠を創設いたしております。 
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４つ目が、振興調整費を用いまして、クラスター関係の施策の現状について、包括的に

分析いたしまして、より効果的な政策として、どういったものが考えられるかといった調

査研究を行っております。 

５つ目が、情報共有を促進するために、地域科学技術に関するポータルサイトを新たに

設置いたしまして、17 年度末より運営しております。 

こうした活動によります「主な成果」でございます。 

１つ目は、目標の中にもあります、利用しやすい制度に向上してきたということでござ

います。以前は、いろいろな制度の違いが、地域の自治体側、あるいはその制度を活用す

る研究者側にとって、なかなかわかりにくいということもございましたけれども、こうい

った合同説明会でありますとか、政策の整理を行うことによって、制度を利用する側の利

便性が向上しております。 

また、政策の担当者間が情報交換を円滑にすることによりまして、他の制度についても

よくわかるようになったということで、全体像を踏まえた利用者に対するアドバイスが可

能になってきたということが言えます。 

２つ目は、研究開発の継続性が向上したという点でございます。これは、先ほど申し上

げましたような多府省連携枠、あるいはその他の連携によりまして、研究成果が次のステ

ージへシームレスにつながれて、研究成果の実用化への流れを促進するようになってきた

というものでございます。 

３つ目が、情報活用の向上という面でございます。これは、先ほど申し上げましたポー

タルサイト、これは全国的なものでございますけれども、各協議会におきましても情報サ

イトを開設しているところがございまして、こういったことによってどういう制度がある。

どういった研究がなされているという情報の共有、利活用が促進されるようになってきた

ということでございます。 

「今後の課題」でございますけれども、10 ブロックございますが、ややブロックごとの

取組み状況に差が見られるところがございますので、ベストプラクティスを広めていくこ

とによって、各協議会における連携のレベルを更に高めていく必要があるということ。 

また、調整費で検討を行っております。そういった研究成果を生かしながら、より効果的

な連携施策というものは、どういった形であるべきかといった形について検討を行い、こ

れを政策として展開していく必要があるというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。ただいま説明のときに、縦長の資料２を使っていただきまし

たが、これの概要版が資料１であります。事務局から資料１の説明をしてもらいますけれ

ども、その中で今後の連携施策群の拡大については、次の議題にさせていただきたいと思

いますので、それを除いて資料１の説明をしてください。 
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お願いします。 

 

○滝村企画官 

資料１、横長の紙でございます。１枚おめくりいただきますと、連携施策群とはという

ところがございます。資料１は、先ほどの資料２の流れに沿って、最初に連携施策群とは

というイントロがございまして、２番目として、その活動と成果という部分がございます。 

３番目として、今後の課題と進め方という流れで全体を構成してございますけれども、最

初の連携施策群とはというところでございます。 

実は、これについては資料２の１ページあるいは２ページの部分に対応しておりますの

で、横に並べて見ていただければと思います。まず、連携施策群の特色でございますけれ

ども、先ほど御説明ございましたとおり、基本的には各府省の施策というのが、ともすれ

ば縦割になりがちな部分がございます。それに対して横串を通すという観点から、こうし

た取組みを始めているところでございます。 

１点目として、国家的・社会的に重要なもの、あるいは府省連携して推進することで効

果がありそうなものということで、８つのテーマを設定したというところが出発点でござ

います。この８つが、今、御説明申し上げた８の連携群ということになってくるわけでご

ざいます。 

２点目として、連携群の手法ということでございますけれども、まず府省施策の重複を

排除したり、連携を強化していこうということで、各連携施策群ごとにコーディネーター

を外部の有識者の方にお願いしているわけでございますけれども、コーディネーターを置

くということです。そのコーディネーターが中心になりまして、関係する府省ですとか、

実際に研究を行っている方、あるいはその分野の専門家の方にお集まりいただいたワーキ

ンググループを開催して、具体的な調整活動をやっていくということが２点目の特徴でご

ざいます。 

３点目として、こうした連携施策群を進めていく中で、各府省の施策を見渡したときに

欠落しているような重要な課題を抽出して研究を実施する。この研究を進めるに当たって

は、科学技術振興調整費という中でプログラムを設けまして、その中で補完的課題という

位置づけで実施しているところでございます。 

実際には、この科学技術連携施策群の取組みは、昨年の７月から開始ということでござ

いまして、この７月というのはそれぞれワーキンググループの活動をスタートさせた時期

でございます。 

先ほど申し上げた補完的課題については、これよりももう少し後になって公募し採択と

いう手続をしておりますので、実際は研究期間としてみると約一年足らずという状況かと

思います。 

２ページ目が、具体的な８つの連携施策群でございます。先ほど個別に御説明申し上げ

た部分について、目標あるいは関係する府省を一覧にまとめたものでございます。 
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３ページ目からが、連携施策群の成果ということでございます。これまでの取組みによ

りまして、大きくは下の１．２．３．の成果が得られつつあるという状況かと考えてござ

います。 

１番目が、府省施策の重複の排除という点。 

２点目が、府省間の連携強化によって成果が得られた点。１番目がネガティブチェック

だとすると、２番目がプラスの融合効果といったようなものです。 

３点目が、補完的課題の実施による成果ということでございますが、最初の重複の排除

ということについては、このページの下の方に書いてございますとおり、今、申し上げた

施策群ごとにワーキンググループを置いて、コーディネーターが調整することによって重

複を排除するシステムができてきている。特に府省施策の全体俯瞰図を作成して、こうし

たチェックを行っていく。その全体俯瞰図の例が４ページにございます。 

中身は、先ほど丁寧に御説明ございましたように、これはユビキタスネットワークの例

でございますけれども、こうした形で各府省の施策について、役割分担をはっきりさせな

がら、あるいはこういう部分が抜けているんではないかということについては補っていき

ながら取組みを進めてきたということでございます。 

５ページ目が、府省間の連携強化による成果というものでございます。所掌を越えた広

い視点で各府省が集まって目標が共有されてくることによって、役割分担の明確化、成果

の相互活用、基礎を担うところの役所が担当していたような成果が、その次の段階、更に

その次の成果と相互活用するとともに、逆のフィードバックもあるということで、研究と

価値創造が加速化しているということがあるんではないかと。 

この例としては、先ほどバイオマスの中で御説明のあったとおり、これまで各府省がそ

れぞれ個別に対応していたものをバイオマス燃料ということについて言うと、原材料の確

保というところからバイオエタノールをつくり、流通させ、それを自動車で使っていくと

いう一連の生産から利用までの一貫したシステムを、あるサイトで共同してやってみよう

ということからスタートして、その際にコーディネーターがこうした各省庁間の連携を取

っていくようになってきているんではないかということでございます。 

６ページ目が、補完的課題の実施による成果というところでございますけれども、個々

の府省では対応しにくかったような共通の研究基盤整備が行われたということ。 

もう一つは、先ほどの全体俯瞰図を基に欠落していた課題ということなんですけれども、

言わばその課題の実施がキーになっていまして、それをやることによって研究全体がうま

く進んでいくタイプがあったのかと思います。 

例えば最初の例１でありますと、一番最初に御説明のございました生命科学のデータベ

ースでございますけれども、それぞれいろんな省庁がそうしたデータベースを個別に持っ

ているものを統合化に向けて、いろんな技術的な課題ですとか調査を行って研究基盤の強

化に貢献していっているということがあるということが１点です。 

例２としては、新興・再興感染症のときに御説明があった例でございますけれども、鳥
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インフルエンザ等の感染症に関して、野鳥の飛来ルートですとか、野鳥における病原体調

査などを行うことによって、そうした種類の感染症対策に貢献することができた。右の方

に、ミヤマガラスの移動経路という図がございますけれども、そういったことが補完的課

題の実施による成果としては挙げられるのかと思います。 

最後に７ページ目に「今後の課題と進め方」というところがございますけれども、最初

に課題として幾つかございます。 

例えば基礎の研究として開発し、それを実用化させ、利用化していくというところまで

の一貫した連携強化が必要ですと。各府省で言うと、基礎を担う省庁から応用を担う、更

にそれを使っていく省庁までということに言い換えられるかと思いますけれども、連携強

化が要ります。 

その際、府省だけではなくて、民間を含めた情報の共有が必要ですということです。 

３点目に、今回の連携施策群制度、今、申し上げたような成果の見込みということでご

ざいますけれども、こうした制度を更に活用していくことが必要ではないかという点でご

ざいます。 

今後の進め方としましては、例えば産学官連携を本格化するためのシンポジウムなどを

開催することによって、産学官プラットホームの１つにしていくことができないかという

こと。 

後段の方に、こうした連携施策群の手法について、これを活用して拡大していくことを

考えていきたいということでございますけれども、この点につきましては、次の議題の方

で詳しい資料を用意しておりますので、そちらに譲りたいと思います。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

それでは、先ほど申し上げましたように、これらの資料は分野別総合ＰＴで議論してと

りまとめていただいたわけでありますが、そのとりまとめの座長をしていただいた、柘植

議員から補足がありましたらお願いいたします。 

 

○柘植議員 

わかりました。昨年の７月来、科学技術連携施策群の全体をまとめてきました柘植でご

ざいます。何点かリマインドさせていただきたいと思います。 

今、報告のありました科学技術連携施策群、いわゆる第２期の期間中の最後の方で、昨

年新たな施策として工夫した。ちょうど去年の今ごろは基本政策を皆さんからつくってい

ただいているのと並行してやっていたマネージメントの手法でありまして、まだ１年ちょ

っとしか経ってない中で、中間報告をするということで、一部抵抗もあったんですけれど

も、やはり第２の議題に向けて、やはり中間まとめでもしておくという位置づけで、今、
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報告があったわけであります。 

１点目は、まさに報告がありましたように、府省は縦割の強い組織で、昨年の今ごろこ

の連携施策群の各テーマで集まりますと、各府省の責任者、課長さんクラスは、何のため

に集められたかわからぬという顔をしているように感じていました。 

しかし、今、報告がありましたように、社会への還元という意味で、同時に各省、時系

列的には今の時点で社会への還元ということを、別々な目的でやっている、いわゆる横の

連携を始めた。あるいはものによっては基礎研究からイノベーションにつなげていく縦の

時系列的な連携。この辺りの効果というのが、だんだん各府省わかってくれまして、まだ

１年ですけれども、先ほど報告があったような、いわゆる効果が顕在化してきているとい

うふうに思います。 

資料１の４ページを振り返っていただきますと、ユビキタスネットワークの全体俯瞰図

でありますけれども、これはまさに下が基盤技術で、上で利活用、いわゆる社会的な価値、

経済的な価値に具現化するというの、まさにイノベーションプロセスで、横が政府全体の

経済産業省、文部科学省、国土交通省、こういう形でイノベーションのプロセスを俯瞰的

に見ることが各府省ができて、俯瞰的な課題が出てきましたけれども、そういう形で組み

立てることができたのは、各府省も価値を大分認識をしてくれ始めた。 

先ほど紹介に出ました、５ページのバイオ燃料も、まさにバイオ燃料の重要性がクロー

ズアップされた今において、非常にタイムリーで、かつこれはまさに技術だけではなくて

制度整備も含めたイノベーションのプロセスの一端を構築できつつあるなという認識であ

ります。 

６ページは、私も全く門外漢だったんですが、例２にあります、ウイルス伝播に関する

野鳥の飛来ルートの調査と研究、これにおける病原体調査及びデータベースの構築、これ

は倉田先生がコーディネーターしていただいたんですけれども、これを実行するのに１つ

の省だけではとてもできないモンスターであると、素人の私でも言われてみるとなるほど

と思いました。 

そういう形で、連携施策群なしには不可能なことができるようになってきたと思いまし

た。 

一方、各コーディネーター、コーディネーターの補佐の方々が、いわゆる今まで政府の

中で余りやってなかった横串をするということに、相当抵抗を感じながらマネージメント

していただいて、大変苦労されたわけであります。 

私も本当に頭が下がりますし、逆にそういうマネージメントをしていただける人材が、

これからも育っていくようなことは非常に大事だということを痛感した次第であります。

最後、２つありますが、このやりかかった連携施策群を必要な、有効であると考えられる

ものについては完遂する必要があると感じる。 

それから、冒頭会長がおっしゃった第３期のものについては、次の議題で審議していた

だきたいという思いでございます。 
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以上です。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

それでは、資料１、２、３の説明をしていただきましたが、御意見をいただきたいと思

います。どうぞ。 

 

○田中（明）専門委員 

大変有意義なプロジェクトをやっていただいたと思います。連携していただくというこ

とが非常に重要だと思うんですけれども、そこで２つほど質問があります。 

１つは単純な話なんですけれども、コーディネーターとかワーキンググループのメンバ

ー、人選は、今回ここにはお示しいただいていませんけれども、これは何か特別な理由が

あるんでしょうか。名前を出すと具合が悪いとか、いろいろなところからいろいろなこと

があるとか、そういうことなんでしょうか。 

本来は、やはりどなたがやられたのかというのはお示ししていただいた方がいいという

気がします。それが１点です。 

第２点は、概要のところで、資料１の３ページのところに「以下の成果が得られつつあ

る」のところの１．２．３．で、重複の排除、連携強化による成果、補完的課題ですが、

今日の御報告で私の聞いていた限りで言うと、８つのうちの最後の２個を除くと、すべて

みんな不必要な重複がないことが確認されたという御報告になっているんですけれども、

これも実際のプロセスをよくわかってないから、こんなこと言うのかもしれないんですけ

れども、これをやったために不必要な重複が排除されたというふうには聞こえなかったん

です。今までやっているのを調べてみたら、不必要な重複はないということがわかったと。

そうすると、成果として不必要な重複の排除が成果として得られたのではなくて、そもそ

も重複はなかったということをおっしゃっているように感じるんです。 

そうすると、このファインディングスはどう解釈したらいいかというとあれでしょうか。

科学技術の施策においては、府省間において縦割でよろしくないと外部の人間が言ってき

たけれども、いろいろ調べてみたらそんなに悪くはなかったんだというファインディング

スなのかということと。 

もう一つは、もしそうだとすると、これでわかったことは府省間の連携で問題になるの

は、重複ということよりは、これは不必要な重複がないということで、必要な重複はある

んだと思うんですが、どちらかというと抜け落ちている穴の方が大きいというふうに理解

したらいいのでしょうかということであります。 

 

○阿部会長 

最初の御質問は、名簿がないのはうっかりしたんだと思いますから、ファイナルバージ
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ョンには付けてもらうようにします。 

 

○柘植議員 

まさに先ほどの感謝したコーディネーターのリストを忘れたのは、失礼でございます。 

成果の話ですが、今の田中専門委員の認識と同じだと思います。ですから、ストレートに

言えば重複はなかった。 

それから、むしろ連携強化、あるいは補完的課題というのは、今、穴とおっしゃいまし

たけれども、言うならばイノベーションのプロセスの社会的価値、経済的価値にブリッジ

していく、その中の欠落部分が１つと。 

もう一つは、さっきモジュールというのがありましたが、ロボットのところです。これ

は、ほうっておくと同じことをやってしまうかもれしないということで、まさにこれは穴

とは別な価値、バリューアッデッドがされたと思っております。基本的には、今の田中専

門委員の御認識と私も同じだと思います。 

事務局の方から、何かありますか。 

 

○和田参事官 

各担当の参事官でそれぞれ違いがあるかもしれませんけれども、核兵器ではないですけ

れども、抑止力で、コーディネーターの先生は書いてなくて大変失礼しました。その分野

の第一人者のような立派な先生方の下に集められて、まさか重複ないねということで、お

互いに事前に調整をうまくしたのかもしれませんが、少なくともそこのところは注意深く

３ページのとりまとめのところに書かせていただいたのは、重複を排除したというと、結

果が重複はなかったと書いてあるので、重複を排除するシステムを確立して、これによっ

て少なくとも重複が出てきても必ず排除できるということをつくったと、そこは注意深く

書いたつもりです。ちょっと各参事官で御意見があれば、どうぞ。 

 

○山本参事官 

私も全く田中専門委員と同じ認識で、精査した結果なかったという話で、今の和田参事

官の考え方と同じです。 

 

○阿部会長 

薬師寺議員、どうぞ。 

 

○薬師寺議員 

連携施策群を始める前は、いわゆる予算の重複、プログラムの重複はあったわけです。 

それでは、連携施策群を始めたから全部なくなったということは、私の分野に関しては

なかなか言えないと思います。ただ、連携施策群と言いますと、各省は縦型というよりは、
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お互いに勢力均衡しながらやっていたプログラムが科学技術予算の中には随分あるわけで

す。ですから、そういうテーマを与えた分野に関しては、ようやくある省、強い省と弱い

省が私の分野なんかでは一緒にやり始めた。随分時間がかかりました。 

そういう点では、結局予算と一緒に仕事をするというのは、だんだん重複がなくなって

きている。まだまだ重複があるところはあると思いますけれども、このテーマに関しては、

やはり連携施策群の効果が出てきたと理解するというのが、私の印象です。 

 

○阿部会長 

余り時間がありませんので、中西委員。 

 

○中西（準）専門委員 

例えばナノバイオテクノロジーというのを見ますと、この技術をやっていくために、最

も重要だなと思っている倫理の問題みたいなものがないんです。 

そうしますと、そういう問題を扱う省がそもそもないんだなというような感じをしてし

まうんです。人間を扱う省がないんだなという気がしてしまって、勿論これは補完的課題

という形で出していくのかもしれないんですが、もう少しそこのところを強化するような

ことを考えないといけないんではということが１点です。 

２番目は、重複がないということは非常にいいことのように見えるんですが、研究者に

とってみると、何か境ができてしまって、あるところまで行くと止まってできなくなって

しまうというような非常に中途半端な研究をせざるを得ないという問題があるので、研究

者サイドから考えと、どんどん領域を侵犯しながら、最終的にいい研究をしたところに評

価が行くという方がいいなという気持ちがあるんですが、その点はいかがでしょうか。２

点です。 

 

○阿部会長 

ナノについてでしたので、森本参事官。 

 

○森本参事官 

倫理の問題について御説明します。先ほど御紹介をいたしましたワーキンググループの

中で、複数の委員から社会的な取組みについても、社会科学的な取組みについても連携施

策群の中で取り上げるべきであるという御意見をいただいております。 

この中で、今後の課題として明示的に書いてございませんが、おっしゃるとおり、こう

いった施策についても複数の省からも出ておりますので、冒頭申し上げました、いわゆる

ドラッグ・デリバリーとナノデバイスと比較的政策オリエンテッドな話と合わせて、こう

いった問題について検討してまいりたいと思います。コーディネーターと御相談申し上げ

たいと思います。 
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○阿部会長 

どうぞ。 

 

○柘植議員 

２点目は、私、情報通信担当なもので、資料１の４ページを見ていただきたいと思いま

す。 

今、中西専門委員が懸念されたのは、例えば４ページのユビキタスネットワーク、電子

タグ技術を見たときに、こういうふうに領域を明確にしてしまうと、研究の境目ができて

しまって、例えば文部科学省の分野の研究者が総務省の分野になかなか口出しできない、

そういうふうに理解したんです。 

私は、総務省あるいは経済産業省はどちらかというと外の方、国交省も出口を見ている

んですけれども、ここのところを何やっているかというのが基盤技術を支えている研究者

がわかる機会になってくる。 

つまり、私は、いわゆるバック・トゥ・サイエンスというのは非常に大事だと思うんで

すけれども、そういう形で、逆に知の共有というか、そういうものが、むしろされるんで

はないかと、マイナスの効果より、私は今回やったものがプラスの効果があると思うんで

すが、いかがなものでしょうか。 

 

○中西（準）専門委員 

時間が長くなるので、また次ということで。 

 

○阿部会長 

私が発言するのはいいかどうかあれですが、私は先生がおっしゃったとおりだと思いま

す。ただ、先生がおっしゃる意味での重複と、ここで言っている重複はちょっと概念が違

うと思います。先生おっしゃったことは物すごく重要なことですから、それを否定するよ

うになったらだめだと思います。 

では、溝口委員。 

 

○溝口専門委員 

大変大事なことをおやりになって、始めて１年ぐらいのことのようでございますから、

余り理想的なことは注文できないんですけれども、連携ということは、いろんな要素が連

携し合っているわけですから、連携のバランスが取れているかとか、川下、川上の配分の

ようなものはうまくいっているのかとか、発展の具合によって、そういうバランスが変わ

っていかなければいけないのかもしれません。あるいは、それをチェックしていかなけれ

ばいけないと思うんです。 
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そのためには、数量的な指標が、今後、要るんではないかという感じがいたします。例

えばユビキタスでもいろんな分野がございますけれども、今は大体このぐらいの資源が投

入されている。応用の分野ではこうだ、基礎の分野ではどうだ。 

そうすると、バランスが取れているかどうかということが大事なのであって、そのため

には数字が必要になってくるんではないかという気がします。 

ただ、簡単にバランスがいいという判断は難しいと思うんですけれども、数字があれば、

どういうふうに動いているか、経過がわかりますし、そんなようなことを将来はお考えに

なることが大事なんではないかと思います。 

あるいは、ワーキンググループの活動をどうやっているのかというのは、私どもには具

体的にわからないんですけれども、例えば何回ぐらいやって、どの程度の密度のものかと

か、あるいは例えば重複がなかったのはいいんですけれども、穴の部分については、科学

振興費ですか、調整費を使っているけれども、どのぐらい使っているのか、全体に対して

そういう分野がどの程度あるのかとか、そういうものが出てまいりますと、うまくいって

いるのかどうかということについて議論するときに参考になるんではないかと思います。 

ただ、これは過大な要望かもしれませんので、時とともに御検討されればよろしいかと

思います。 

 

○柘植議員 

今の御忠告は、是非今後のものに反映したいと思います。 

ただ１つ、今回はやはり上流、下流を１人のコーディネーターが見ることができた。今

までは文科省のコーディネーター、経産省、総務省のコーディネーターという形です。１

人のコーディネーターができたので、今、御指摘のところは１人のコーディネーターが全

体を見ていくことでバランスとかチェックとか、ポートフォリオ的な話を今後に生かせる

と思います。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。 

次に田中耕一委員、お待たせいたしました。 

 

○田中（耕）専門委員 

別に順番にはこだわらないことなので、かまいません。 

資料１の１ページに書かれています、特に②の府省施策の重複排除と連携を強化するこ

とに関してですが、これは本当に画期的なことを行っていただけたと思いますし、それを

私としては更に発展させた形といいますか、近い将来の話として、例えば民間との連携と

いうこと、これは７ページに、もう既に民間を含めた情報の共有が課題と書かれています

ので、皆さんお気づきのことで、わざわざそれをくどくどとお話をすることはないと思い
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ます。 

逆に言えば、私が具体的に経験したことをお話しした方がいいのかなということで、最

近アメリカに行って、ある私立の研究所を訪問しました。ここはハリウッドの俳優やＩＴ

長者からの数十億円、それ以上でしょうか、個人の寄附金で賄われている。私にとって非

常にうらやましいところです。ＩＴ長者がＩＴとは直接関係のない、生命科学の基礎研究

にお金を出しているのです。 

民間、特に個人からですと、わかりやすいといいますか、人気のある、あるいは力のあ

るところにお金が集まりやすいというアンバランスも出てくると思いますし、逆にこうい

うところには公的なお金がいかなくてもいいと思います。７ページにありますように、例

えばどこに投資するかというときに、こういった情報も共有できたらいいですし、特にド

ネーションの歴史がない日本では今後どうなるかわかりませんが、日本がすぐにこういっ

た状況になるとは思いませんが、将来、例えばイノベーター25 という目標もありますし、

それに向けて、そういったことも念頭に入れてやれたらいいのかなと思います。 

以上です。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。それでは、荒川委員、貝沼委員の順番でお願いします。 

時間がオーバーしていますので、できるだけポイントを突いていただければありがたい

と思います。 

 

○荒川専門委員 

必要な重複の排除や補完的課題の充実は大変優れた施策でございまして、その成果が表

われているものと思います。 

私が、１つ思いましたのは、この２つに加えて、いわゆる既存の府省施策の再充実もは

かってもらってもいいのかなという気がいたしました。 

すなわち、補完的課題を探すときには、無理にとはいいませんけれども、どうしてもな

いものは何かと探しがちですが、一方で、全体を俯瞰したときに、改めて、例えば基盤技

術のこの部分が重要だということが認識されれば、それが仮に既存施策であっても、再充

実を図るや改めて重点化を図るような視点も加えられてもよろしいのではないかと感じま

した。 

以上です。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。貝沼委員、その後、青木委員。 

 

○貝沼専門委員 
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このように連携をさせて、全体を俯瞰して研究を進めていくというのは非常にすばらし

い考え方で、是非強力にやっていただきたいと思います。 

それから、重複がないという問題です。確かに全部重複がないというお話ですが、私は

重複も心配ですけれども、それ以上に、余りきれいに分けて、間に空白の部分ができると

いうことの方が問題が大きいと思っています。後から気がついたら、そこのところはだれ

もやっていなかったということにならないようにしていただきたいと思います。 

それから、特にバイオマスの燃料化のお話、私は大変関心があります。多分これはメタ

ノール、エタノールの２つの話だろうと思うのですけれが、これはバイオフューエルの先

進国のブラジルとアメリカの例にありますようにケーンシュガーとコーンを原料にしたと

きコストが違うということをよく認識しておく必要があると思います。 

アルコール発酵のプロセスから見ると、ケーンシュガーからつくるアルコールはより安

くできるし、でん粉の方からいくコーンはもう少しコストがかかる。更にセルロースから

いくと、非常にコストがかかるということです。日本のどこでバイオマスをたくさんつく

れるかというと、今、この狭い国土から考えると、例えば土地としては休耕水田というよ

うなものがあるし、多分原料としてヘクタール辺り 10 トン近くつくれる作物といえばイネ

しかないだろうと思います。そういうようなところも十分に考えてやっていかないと、原

料の確保というのは非常に難しい。多分農水省は考えていらっしゃると思いますが。 

どのような糖質でも既にエタノールに変えて我々は飲んできていますから、その変えて

いくテクノロジーは、コストさえ言わなければ、既にあるわけです。ですから、バイオマ

スのフューエルというときには、コストの目標設定をきちんとされて、どこに持っていく

かということで、さかのぼって原料を考えていかないと、また最後にいって技術はできた

けれども、実際には使えなかったというようなことにならないようにしていただきたいと

思います。 

以上です。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。お手が何人か挙がっているんですが、もう一つの説明をして

いただいた後で、併せて御意見をいただきたいと思います。 

次の議題でありますけれども、連携施策群全体の今後の課題と進め方についてでありま

す。先ほどの報告にもありましたように、これまでの取組みについては、一定の成果が出

てきたというか、出てきつつあるわけでありますけれども、今後は連携施策群の枠組みを

活用して、分野別推進戦略をより効果的に進めるために、連携施策群の対象を戦略重点科

学技術に拡大していくべきではないかというふうに考えております。 

先ほど、荒川先生からお話がありましたようなことも留意しなければいけない。これは

連携施策群があったおかげで、分野別推進戦略に非常にプラスになったと思っております

が、もっと積極的にというお考えだと思います。 
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それでは、事務局から資料４について簡単に説明してください。 

 

○滝村企画官 

資料４に「１．基本的考え方」とございますけれども、これは、今、阿部会長から御説

明があったとおりでございます。 

「２．考慮すべき事項」というのがありますけれども、これから科学技術連携施策群を

拡大していこうというときに、その対象の候補となるものは、今、戦略重点科学技術は 62

あるわけでございますけれども、その中で、複数の省庁が担当しているもの、１枚おめく

りいただいて表がございますけれども、それぞれ８つの分野について、挙げているものが

複数の省庁が担当している戦略重点科学技術ということでございます。35 数えられるわけ

でございまして、それが候補になるということでございます。 

「（２）支援体制」というところがございますけれども、これら（35）全体を対象とし

て、科学技術振興調整費で事務支援をやるということは、なかなか難しいものがある。 

ｂ）にございますとおり、支援対象を拡大する際には、事務支援体制を合理化して支出

を抑制していくということも不可欠ではないかと、これは考慮すべき事項でございます。

「３．今後の進め方」というところがございますけれども、そもそも府省連携ということ

に関しては、関係府省の連絡会を開催したり、予算要求でＳＡＢＣ付けをしていくという

中で、府省連携を徹底するということが、まず基本ではないかということがございます。

それに対して、連携施策群はある意味手厚い、きめ細かな連携調整をしているということ

でございますけれども、（２）にありますとおり、現行の８連携施策群の進めてきている

ものについては、これからも継続していくわけでございますけれども、レビューを行って、

今後はスクラップ・アンド・ビルドという考え方も取っていくことが必要だということで

ございます。 

（３）にございますとおり、新たに連携施策群の対象を拡大することについては、予算

の効率的な活用に配慮しながら、連携の効果ですとか、あるいはイノベーション創出効果

という点から対象となる戦略重点科学技術を選択して集中してやっていこうということで

どうかということでございます。 

補完的課題については、各府省では対応しにくいような共通的な基盤、プラットフォー

ムづくりというような点を重視してやっていくのがいいんではないかということでござい

ます。 

以上が資料４でございます。 

併せて、資料４の参考として横長の紙がございますけれども、これが連携施策群を含め

ました今後の分野別ＰＴの推進体制ということでございます。 

簡単に御説明いたします。 

１ページ目が、現在の体制でございますけれども、基本政策推進専門調査会の下に分野

別推進戦略総合ＰＴというのがあり、その下に８分野のＰＴ、あるいは地域のＰＴという
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のがあるわけでございます。これと並立した形で連携施策群のワーキンググループの活動

をやってきていたわけでございます。 

これが、現在の姿でございますけれども、２ページ目の「今後」というところでござい

ますけれども、連携施策群のワーキンググループを各分野別のＰＴに移行していくという

ことです。 

一番下にございますとおり、分野別ＰＴの中での活動としては、それぞれの分野別推進

戦略をフォローアップしていくという活動と併せて、２番目の活動として連携施策群とし

ての活動をやっていくということでございます。 

それぞれのＰＴの中でのお話でございますけれども、３ページ目にあるわけでございま

すが、それぞれのＰＴでは有識者議員が座長になり、その下に座長補佐という方が、この

世の中ではＰＴメンバーの１～３まででございます。 

その中には、これまでの連携施策群のコーディネーターをやっていただいた方というの

がいらっしゃるわけですが、今後更に連携施策群が増えていけば、そのうちのどなたかが

候補になっていくということです。 

それ以外にも専門家を招聘して、ＰＴを構成していくわけでございますけれども、その

際には、議題に応じてメンバーを構成していくということで、例えば情報通信ＰＴの場で、

ユビキタスの連携施策群について審議する際には、例えば電子タグの専門の方を中心とし

たメンバーに集まっていただく。 

同じ情報通信ＰＴでも、次世代ロボットの連携施策群について議論する場合には、違っ

た専門のメンバーで構成するという形で、そのときどきの議題に応じたメンバー構成でや

っていくとしてはどうかということでございます。 

以上でございます。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。それでは、これにつきましてもとりまとめをしていただいた

柘植議員から、簡単に補足をお願いいたします。 

 

○柘植議員 

今、御理解いただきましたように、第２期の基本計画の途中から始めたマネージメント

の手法、第３期のイノベーションの創出プロセスについて、非常に有効であるという立場

で御提案申し上げたわけでありまして、特に資料４の参考資料の最後の分野別ＰＴの体制

で、非常に大事な話は、基本的に第３期の基本計画の実行は、分野別ＰＴを軸にして行っ

ていく。かつ手法が有効なので、今、御提案しましたように、現行あるいは新規の連携施

策群のコーディネーターを軸にして、府省をまたがるものについては一貫したマネージメ

ントができるということが提案された。 

特に私が感じていますのは、これから第３期の大事な話は、非常に基礎から最終的に社
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会還元という、場合によっては社会経済からバック・トゥ・サイエンスということも含め

て、時間軸上、非常に長丁場のものを扱ってきますので、特にこういう手法が、いわゆる

縦の連携という面で強化していく、非常に効果があるんではないかと思っております。 

御審議よろしくお願いします。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。それでは、先ほどの資料１、２、３も含めて御意見をいただ

きたいと思いますが、手がたくさん挙がっているんですが、その方はちょっと後回しにお

願いして、今日初めて見ておられる竹内専門委員、何かございましたら、できるだけ簡単

にお願いできればありがたいと思います。 

 

○竹内委員 

ありがとうございます。今の連携施策群を拝見しまして、今、やっておられるマネージ

メントの目標というか、それが１つの行革的な発想に基づいているということはわかるん

ですが、もう一つ、技術の社会還元というものに対して、もう少し明確な目標を立てて進

めるというメッセージがもっとあってほしいというのが１つございます。 

例えばの話でございますけれども、ナノテクノロジー、それからここに挙がっておりま

すポストゲノム、ユビキタス等々は、やはり超高齢化社会に向かう日本の国民生活にとっ

て極めてスピードが要求される分野でございます。 

ナノバイオテクノロジーの資料３を拝見しましても、確かに厚労省と経済産業省が連携

をするということはわかるんですが、やはりこの分野は機械の世界においても、あるいは

早期診断、遠隔診断を実現するに当たっては、日本の規制の分野が非常に厳しいというこ

とによって、海外３大メーカーに対して、日本が十分な機械の開発ができないという問題

点が非常に言われている。 

つまり、社会還元というのは、まさに製品化のスピードと、それが国民生活に行き渡っ

ていて、普及のプロセスをうまく築くという目標を持って連携していかないと、ただ相互

に話がつけばいいという問題ではないということになれば、やはり厚労省の規制の問題や、

病院における実験、治験の利用、こういう問題きちんと背後でとらえていただいて、日本

の新産業に対して、きちんとしたロードマップを描いていていただくということを是非お

願いしたいと思います。 

最後に、その意味ではコーディネーターということと、先ほどいったモラルの問題とい

うのは、これが連携することがモラルではなくて、それをどのように人類の将来ないしは

国民生活に対して早く普及させるという積極的なモラルに転換した形で、是非ビジョンを

書いていただく方に、コーディネーターを是非お願いしたいと、そういう資質の方に是非

お願いしたいと思います。 

最後に、この中に書いてあります感染症の問題等々に関しては、やはりアジアに対する
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日本の技術の還元ということをもう少し積極的に打ち出す必要があるんではないかと思い

ます。 

これは、中の小項目になっているんですが、やはりこれだけの技術の蓄積をいかに早く

アジアの問題に対して還元するという意味での、いわゆるデータベース、ないしはアジア

的な科学技術のネットワークというところに、もう少し積極的なスピードを出して取り組

んでいただくことが非常に望ましいんではないかと思います。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。非常に重要な視点なんですが、実は、出口のところは、制度

改革ワーキンググループと別にやっていまして、それをこの次の、例えば治験とか、何か

についてこの次にお諮りいたします。 

もう一つは、これは全部戦略重点科学技術の中に入っていまして、戦略重点科学技術は

全部目標をきちんとやっているんです。今日は、その説明を全部カットしていますので、

少しわかりにくかったんではないかと思いますが、申し訳ありません。 

 

○竹内専門委員 

非常にわかりやすいのは前提としてね。 

 

○阿部会長 

おっしゃるのは、非常にそのとおりだと思いますから、今後そういうところに留意した

ようにすべきだと私も思います。 

それでは、毛利専門委員、お願いします 

 

○毛利専門委員 

今日は、８連携施策群の成果中間報告の説明ということで、非常に成果が出ているとお

聞きしたわけですが、悪いことは出てこなかったですね。すべてがいいことばかりであっ

た、と。そこで、私があえてここで言いたいのは、これからは８連携施策群から 35 の方に

更に増えていく。そうすると、事務局の数も作業量も増え、そのような経費が増えること

になる。 

そうなると、８つだからうまくいったけれども、35 になると非常に複雑になって、せっ

かく全体の予算は増えたけれども、事務局の方に、使うお金が膨大に増えて、研究者の方

に行くお金が減ってしまうのではないか。そういう批判も出てくると思うのです。 

しかし、私は連携施策群というこの試み自体が、日本の府省間の今までの問題点を考え

ると、イノベーションだと思うのです。イノベーションを行うときには、必ずいろんな意

味で人手も必要だし、研究者の方にもいろいろと負担をかけるようになりますが、せっか

く新しい試みなので、いろんな批判が出てくるかと思いますが、私としては、これは最後
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まで続けていただいて、中途半端に終わってほしくないと思っています。慣れ合いの府省

間の帳尻合わせということになってくると、最終的に成果が出ませんので、きちんと最後

までやっていただきたいと思います。 

 

○阿部会長 

ありがとうございます。我々もそこを非常に心配していまして、35 に拡大するつもりは

ございません。 

８つというのは代表選手ですので、これがいい進捗をしてくれることがほかの研究課題

の省庁連携にもつながるわけですので、おっしゃるようなことを我々も十分留意させてい

ただきたいと思います。 

それでは、森委員どうぞ。 

 

○森専門委員 

コメントというよりは、希望ですけれども、ちょっととんちんかんな話になるかもしれ

ませんけれども、どのプロジェクトでもですけれども、日本独自を目指すものと、世界標

準というものを念頭に置いたものとでは、おのずから戦略が違うと思うんですけれども、

この中で、今日伺ったとかで、余りそこのところはわからなかったので、今後そういった

ことを考慮していただければということです。 

 

○阿部会長 

私が言い訳をしてはいけないんですけれども、さっき少し申し上げましたように、戦略

重点科学技術というところでは、物すごく同じものが戦略重点科学技術としてのテーマで

もあるわけで、そこは前の専門調査会で全部終わったことにして説明を省略しているもの

ですから、非常に申し訳ないと思っておりますが、ただ、先生おっしゃった視点は、是非

忘れないように今後とも強く留意していくべきだと思います。 

それから、ちょっと前後して恐縮ですが、溝口専門委員の御指摘のうち、将来にわたる

のは今後考えればいいんですけれども、今でもわかることが一部あるじゃないかと思いま

すのは、新しくニッチみたいなものに対してお金を付けることになりましたが、それは予

算がわかっているわけでしょう。後で先生方に今わかっていることはメモでも差し上げて

ください。では、よろしくお願いします。 

では青木専門委員お願いします。 

 

○青木専門委員 

連携施策群という考え方は、非常に効果を発揮したと考えておりますが、コーディネー

ション・連携という考え方ですと、若干難しいところがございます。科学技術上のプロジ

ェクトというのは、いろんな選択肢があり、ある場合には選択と集中、意思決定が必要に
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なります。これをコーディネーションという形で緩やかにつないだ場合に、意思決定がど

のぐらい的確に行われるのかということに若干疑問があります。特に私が参画させていた

だきました制度改革ワーキンググループの中では、かなり重要な意思決定を伴うようなこ

とがあったように思います。 

したがって、そういう中において、単にコーディネーションで終わるのかなという疑問

があります。そのためにもう少し意思決定といいますか、司令塔機能を強化したプロジェ

クトの進め方というのもプロジェクトによっては必要であろうと考えます。 

プロジェクトによっては主管官庁が中心になるのか、それとも司令塔を内閣府の中に置

くのか、ここに置くのか、いろんなやり方はあると思いますけれども、そういった意思決

定を明解にしておくということが必要になる場合もあると思います。 

 

○阿部会長 

垣添先生、何かございますか。 

 

○垣添専門委員 

既に幾つか御発言でありましたけれども、不必要な重複を避けるというのは、非常によ

くわかりましたが、私が極めて重要だと思うのは、必要な重複で、今回の精査の結果、一

体どのぐらいあったのかというのが、もしおわかりだったら教えていただけませんか。 

 

○阿部会長 

それは、それぞれのテーマごとに違うと思いますので、宿題にさせていただいてよろし

いですか。 

郷先生、御発言がなかったので、もしよろしければどうぞ。 

 

○郷専門委員 

短くさせていただきますが、世界的標準ということと関連すると思うんですけれども、

補完的課題というのは非常にすばらしいんですが、補完的な課題ができた後、それがどう

いうふうに日本の科学技術を進めていく上に役立つかと、そこの視点がむしろ大事で、補

完的な課題をやればいいわけではないわけでございます。 

例えば、先ほどから成果があった例として、生命科学のデータベースの統合、それから

ウイルス全般に関わる病原体の調査のデータベースというのが出てまいりましたけれども、

これはデータベースができた後、これは基盤ですから、これがなければどうにもならない

ことは明らかなんですが、これを基に、日本はこのデータベースを国際的ないろんなデー

タベースとの兼ね合いで、どういうふうに持っていくのか、ウイルスの全般の方は、まだ

アジアという限定があるかと思いますが、生命科学のデータベースの統合ということに関

して言えば、これは世界的なレベルで考えていかなければいけないわけですから、日本が
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このデータベースを使ってどうするのか、その視点をこれから同時に考えていかないと、

データベースをつくっていく人たちも、一体何を目指してやっていくかということが見え

てこないだろうと思いますので、是非、もう少し先のことまでを同時に考えていく必要が

あるのではないかと思います。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。担当参事官、何かございますか。 

 

○山本参事官 

大いに御指摘のとおりでございまして、これは現在、その視点で作業を進めているとこ

ろでございます。 

問題は、３か年でありますが、振興調整費ではそれぞれ文部科学省、そういったところ

が特に中心になると思いますが、そういった形で、これをずっと継続的に進めていくよう

な方向で各省と相談してみます。 

 

○阿部会長 

先生おっしゃったのは、非常に重要な視点だと思いますので、なお、心していきたいと

思っています。 

では、最後に若杉専門委員、お願いします。 

 

○若杉専門委員 

私、連携施策群の母体になっていましたシステム改革の専門調査会に参加させていただ

いた経緯もあるので、多少現場に近いところで議論に参加したのかなと思うのですが、今

日、御説明があった８つの分野について、非常にうまく連携を図る方向で進んできた。こ

れは、そのとおりだと思いますし、この背景にあったのは、こうした有効なものが出始め

ているというのは、コーディネーターの先生方の見識によるところが非常に大きいと私は

感じております。科学技術の現場に近いところでの、さまざまな情報の交換が行われてき

た成果であると思うので、これからさらに分野を広げて対応されていくときに、是非お願

いしたいのは、形式に余り流れないようにしていただいて、是非実質のある連携と、研究

現場での相互の情報の共有とステアリングがうまくいくようにという方向で是非お願いし

たいと強く思っています。 

何か全体を引っくるめて、平均的なもの一律なものを求めるという必要は必ずしもない

ように思っているのは、この８つの分野に関する連携でも、非常に進んでいる連携から、

まだ連携が始まったばかりというところまで幅があると私は思っていますので、今後新し

い分野も含めて考えるときは、そういう幅があっても当然やむを得ないし、そういうもの

を含めて継続的に現場感覚を持って進めていただくというのが非常に重要なことではない
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かと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。いろいろ貴重な御意見を賜わり感謝申し上げます。まだ、ス

タートして１年４か月の時点での、こういった評価をさせていただいたわけでございます

が、したがって、現在の進め方がいいかどうかというところに、どうしても集中していた

わけでありますけれども、先生方の御意見の大半は、更にその次に対する御助言が非常に

多かったと思いますので、そういった御意見を踏まえて、今後進めていきたいと思います。 

それでは、今日のところは、このぐらいにさせていただきまして、今日の御意見も踏ま

えて、本会議の方に提出させていただきたいと思います。 

次回は、12 月 18 日に科学技術振興及び成果の社会への還元に向けた制度改革について

御議論をいただく予定でございます。 

これで議事は終了させていただきますが、今回の議事録につきましては、委員の皆様に

御確認をいただいた後で、公開をさせていただくことにいたします。 

事務局から何か連絡事項はありますか。 

 

○和田参事官 

先ほど会長がおっしゃったとおりですけれども、次回は 12 月 18 日の師走のお忙しいと

ころ恐縮ですけれども、15 時から 17 時を予定しております。場所は、この同じ建物の４

階の第２特別会議室で行う予定です。また、紙で正式にお知らせしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

○阿部会長 

ありがとうございました。きちんと名簿を付けたのを後で送ってあげてください。 

それでは、本日はどうもありがとうございました。 


